
名簿情報提供に
ついて同意確認

【平時】
〇声かけ・見守り
〇個別避難計画作成
（役場に提出）
【災害時】
避難支援・安否確認など

消防機関、警察

※名簿情報を提供された避難支援等
　関係者には、守秘義務がかせられ
　ます。

社会福祉協議会

民生委員等

個人情報保護に関する
覚書を締結した町内会等

地域支援者

など

〇同意のある名簿➡平時から提供
〇同意のない名簿➡平時は、消防
　　　　　　　　　機関のみ提供
※ 災害時は、必要に応じて同意の
　 有無に関わらず提供

②
同意書の提出
③

⑤

〇名簿情報提供
〇個別避難作成依賴
〇個人情報保護に関する
　覚書等の締結

④

名簿作成
①

自ら避難することが困難な方
要介護者
高齢者
障がい者
　　など

避難行動要支援者 避難支援等関係者

八雲町役場

広報 やくも 6月号 　10

【
登
録
手
続
き
】

　

登
録
の
対
象
と
な
る
方
の
う
ち

①
～
④
に
該
当
す
る
方
に
は
、
６

月
中
に
名
簿
へ
の
登
録
の
希
望
に

つ
い
て
確
認
す
る
た
め
、
案
内
を

郵
送
し
ま
す
。（
す
で
に
同
意
を

確
認
済
の
方
を
除
く
）
⑤
に
よ
り

支
援
を
必
要
と
す
る
方
は
、
左
記

の
窓
口
で
登
録
の
手
続
き
を
行
っ

て
く
だ
さ
い
。

【
申
請
窓
口
】

・�

保
健
福
祉
課
高
齢
者
福
祉
係

・�

危
機
対
策
課
防
災
係

・�

落
部
支
所

・�

熊
石
総
合
支
所
住
民
サ
ー
ビ
ス
課

【
制
度
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先
】

・
危
機
対
策
課
防
災
係
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【
名
簿
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先
】

・
保
健
福
祉
課
高
齢
者
福
祉
係

�
（
シ
ル
バ
ー
プ
ラ
ザ
内
）

　
☎
０
１
３
７

－

64
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２
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１
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・
熊
石
総
合
支
所
住
民
サ
ー
ビ
ス
課
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３
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【
避
難
行
動
要
支
援
者
制
度
】

　

町
で
は
、
地
震
や
豪
雨
な
ど
の

災
害
発
生
時
に
、
自
力
で
の
避
難

が
困
難
で
支
援
が
必
要
な
方
の
た

め
に
「
避
難
行
動
要
支
援
者
名

簿
」
を
作
成
し
、
地
域
や
関
係
機

関
と
連
携
し
た
避
難
支
援
体
制
の

構
築
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

こ
の
制
度
は
、
避
難
支
援
に
関

わ
る
関
係
者
（
消
防
・
警
察
、
民

生
委
員
・
児
童
委
員
、
個
人
情
報

保
護
に
関
す
る
覚
書
を
締
結
し
た

町
内
会
な
ど
）
に
こ
の
名
簿
を
提

供
す
る
こ
と
で
、
平
常
時
の
地
域

で
の
見
守
り
や
、
災
害
時
の
安
否

確
認
、避
難
誘
導
な
ど
を
「
共
助
」

で
支
援
す
る
制
度
で
す
。

【
避
難
行
動
要
支
援
者
の
支
援
に

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
】

　

災
害
発
生
時
に
は
、
近
所
同
士

で
助
け
合
う
「
共
助
」
の
精
神
が

重
要
で
す
。

　

避
難
支
援
に
関
わ
る
地
域
の
協

力
が
よ
り
一
層
得
ら
れ
る
よ
う
、

制
度
へ
の
理
解
を
深
め
、
個
人
情

報
保
護
に
関
す
る
覚
書
を
締
結
す

る
町
内
会
の
普
及
・
拡
大
を
目
指

し
出
前
説
明
会
な
ど
を
行
っ
て
い

ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
避
難
行
動
要
支
援
者
名
簿
】

「
避
難
行
動
要
支
援
者
」
の
氏

名
、
住
所
、
年
齢
、
電
話
番
号
、

支
援
を
必
要
と
す
る
事
由
な
ど
、

避
難
支
援
の
た
め
に
必
要
な
個
人

情
報
を
共
有
す
る
名
簿
で
す
。

【
登
録
の
対
象
と
な
る
方
】

　

次
の
い
ず
れ
か
の
状
態
に
あ
る

方
の
う
ち
、
支
援
が
な
け
れ
ば
避

難
す
る
こ
と
が
難
し
い
在
宅
の
方

※�

長
期
入
院
・
施
設
入
所
者
は
除

き
ま
す
。

①�

介
護
保
険
法
に
よ
る
要
介
護
度

が
３
～
５
の
方

②�

身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２
級
の

方
③�

療
育
手
帳
Ａ
判
定
の
方

④�

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１

級
の
方

⑤�

高
齢
や
難
病
な
ど
の
事
由
に
よ

り
支
援
を
必
要
と
す
る
方

【
登
録
を
希
望
さ
れ
る
方
へ
】

　

災
害
の
発
生
は
予
測
が
困
難
で

あ
り
、
支
援
す
る
方
が
不
在
の
場

合
も
あ
る
た
め
、
災
害
時
の
支
援

が
保
証
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ

と
を
ご
理
解
く
だ
さ
る
よ
う
お
願

い
し
ま
す
。

避難行動要支援者制度【イメージ図および流れ】

～
災
害
時
に
備
え
て
名
簿
を
更
新
し
ま
す
～

『
避
難
行
動
要
支
援
者
制
度
』
の
ご
案
内


